
議案第２３号 

 

北本市都市公園条例の一部改正について 

 

 北本市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

 

 

  令和８年２月１９日 提出 

 

 

北本市長 三 宮 幸 雄     

 

 

   北本市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 北本市都市公園条例（昭和４９年条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第２北本総合公園の項中 

「 

野球場 夜間照明 

                                」 

を 

「 

野球場 夜間照明及びスコアボード 

                                」 

に改める。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第４２条関係） 

有料の体育施設の利用料金の上限額 

体育施設の名称 使用単位 利用区分 利用料金の上



及び使用区分 限額 

テニス

コート 

( ク レ

イ) 

１面 １時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

２５０円 

上記以外の者 ５００円 

テニス

コート 

（人工

芝） 

１面 １時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

４００円 

上記以外の者 ８００円 

多目的

広場 

全面 １時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

１，７００円 

上記以外の者 ３，４００円 

半面 １時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

８５０円 

上記以外の者 １，７００円 

夜

間

照

明 

全

灯 

１時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

２，８００円 

上記以外の者 ５，６００円 

半

灯 

１時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

１，４００円 

上記以外の者 ２，８００円 

野球場 全面 １時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

２，２５０円 

上記以外の者 ４，５００円 

夜

間

照

明 

全

灯 

１時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

５，５５０円 

上記以外の者 １１，１００

円 

半

灯 

１時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

２，７５０円 



上記以外の者 ５，５００円 

スコア

ボード 

１時間 北本市、鴻巣市及び

桶川市に居住する者 

９００円 

上記以外の者 １，８００円 

管理棟内温水シ

ャワー 

１人１回につき１００円 

備考 

１ 入場料等を徴収して利用する場合の利用料金の上限額は、当該

利用料金の上限額に２を乗じて得た額に、入場料等の最高額に１

００を乗じて得た額を加えた額とする。 

２ 夜間照明を利用する場合における当該夜間照明の使用単位は３

０分とすることができるものとし、その場合における利用料金の

上限額は当該利用料金の上限額を２で除して得た額とする。 

３ 中学生以下の者で構成される団体（市長が別に定める基準に該

当するものに限る。）が利用する場合（夜間照明及びスコアボー

ドを利用する場合を除く。）の利用料金の上限額は、当該利用料

金の上限額を２で除して得た額とする。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第３に定める利用料金の上限額は、令和９年４月１日

以後に施設を利用する場合について適用し、同日前に施設を利用する

場合については、なお従前の例による。 

 


